
危険物施設地下貯蔵タンク設置者の皆さまへ  

 

地下貯蔵タンクの危険物流出事故防止対策の概要について 

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令（平成２２年総務省令第７１号）及び危

険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件（平成２２年総務省

告示第２４６号）がそれぞれ公布され、平成２３年２月１日から施行されます。  

今回の改正は、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗

覆装の種類及び設計板厚が一定の要件に該当するものを「腐食のおそれが特に高いもの」「腐

食のおそれが高いもの」等として区分し、その区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するた

めのコーティング等の措置を講ずることを主な内容とするものです。  

 

○地下貯蔵タンクの流出事故防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置のイメージ   

①内面コーティング ②電気防食 ③常時監視 

腐食のおそれが高いタンク

 ①､②又は③の措置  
腐食のおそれが特に高いタンク

①又は②の措置 

○直径 0.3 ㎜以下の開口部か

らの危険物の漏れを常時検知

することができる設備 

（例えば、埋設されたタンクに

貯蔵されている危険物の液面

を常に計測して、危険物の流出

による液面の変化を検知し、警

報を発するシステムがある。） 

○金属(鉄)の腐食は、土壌のイ

オン濃度の不均一性等により、

埋設された金属の一部分に電

流が発生し、鉄がイオン化して

溶解するために発生する。 

 

○電気防食は、埋設されたタン

クへ外部から腐食によるもの

と逆向きの電流を流すことで

腐食の進行を防止する。 

○埋設されたままの状況で内

面全体に厚さ２㎜になるよう

強化プラスチックを被覆する。 

現在の 

基準どおり 

(1) 内面コーティング 

(2) 電気防食 

(3) 常時監視 

(1)､(2)又は(3)のいずれかの措置を実施 

(1) 内面コーティング 

(2) 電気防食 

(1)又は(2)のいずれかの措置を実施 

それ以外のもの 腐食のおそれが高いもの 
 

設置年数 40 年以上、外面モルタル塗覆装、

タンクの厚さが 6.0 ㎜未満等の要件を満た

すもの 

腐食のおそれが特に高いもの 
 

設置年数 50 年以上、外面モルタル塗覆装、

タンクの厚さが 8.0 ㎜未満等の要件を満た

すもの 

地下タンクの仕様等(埋設年数､塗覆装の種類､板厚)による腐食のおそれを評価 

鋼製一重殻地下貯蔵タンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○「腐食のおそれが特に高いもの」「腐食のおそれが高いもの」地下貯蔵タンクの要件 

 

腐食のおそれが特に高いタンクの要件 

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚 

アスファルト 全ての設計板厚 

モルタル 8.0㎜未満 

エポキシ樹脂等 6.0㎜未満 
設置年数が50年以上のもの 

強化プラスチック 4.5㎜未満 

設置年数が40年以上50年未満のもの アスファルト 4.5㎜未満 

 ・設置年数・・・地下貯蔵タンクの設

置許可に係る完成検査済証の交付年

月日を起算日とした年数をいう。 

 

・塗覆装の種類・・・危険物の規制に

関する基準の細目を定める告示第４

条の４８第１項に掲げる外面の保護

の方法をいう。 

 

・設計板厚・・・地下貯蔵タンクの設

置時の板厚をいい、設置又は変更許可

の申請における添付書類に記載され

た設置時の板厚の数値をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

腐食のおそれが高いタンクの要件 

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚 

モルタル 8.0㎜以上 

エポキシ樹脂等 6.0㎜以上 
設置年数が50年以上のもの 

強化プラスチック

 

 

 

 4.5㎜以上 

12.0㎜未満 

アスファルト 4.5㎜以上 

モルタル 6.0㎜未満 

エポキシ樹脂等 4.5㎜未満 
設置年数が40年以上50年未満のもの 

強化プラスチック 4.5㎜未満 

アスファルト 6.0㎜未満 
設置年数が30年以上40年未満のもの 

モルタル 4.5㎜未満 

設置年数が20年以上30年未満のもの アスファルト 4.5㎜未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】  

地下貯蔵タンクの設置年数等の要件に応じて「腐食のおそれが特に高いタンク」等の判定を

行うことから、今回の改正が施行された後も、地下貯蔵タンクの設置年数の経過に伴い、ある

時点から「腐食のおそれが特に高いタンク」等の要件に該当することとなる場合があり、その

時点で内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講じる義務が生じます。  

つまり、危険物施設で地下貯蔵タンクを所有している設置者の方々は、当該タンクの設置年

数、使用予定年数等を踏まえて、適切な措置を講ずるようお願いいたします。  

 

【経過措置】  

「腐食のおそれの特に高いタンク」及び「腐食のおそれの高いタンク」に係る流出防止対策に

ついては、平成２５年１月３１日までの間は、なお従前の例によることとされています。  

 

               【お問い合わせ】（担当の消防署へお問い合わせ下さい） 

                東近江行政組合消防本部 予防課 ℡２２－７６０３ 

近江八幡消防署 予防係 ℡３３－５１１９ 

                    八日市消防署 予防係 ℡２２－７６１０ 

                    日 野 消 防 署 予防係 ℡５２－０１１９ 

                    能登川消防署 予防係 ℡４２－０１１９ 


